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令和元年 6 月 27 日 

近 畿 総 合 通 信 局 

災害対応のための「臨時災害放送局用設備」を配備 

近畿総合通信局（局長：大橋 秀行（おおはし ひでゆき））は、大規模災害に備え

臨時災害放送局用設備を配備しました。 

これにより、今後、大規模災害時において、地方公共団体等から要請等があれば、

同設備を貸し出します。また、地域で実施される防災訓練の機会等を捉え、同設備に

よる臨時災害放送局の開設を想定した設置・運用訓練の実施等を促していきます。 

臨時災害放送局※１は、地方公共団体等が自然災害等で被災した地域住民に対して被

害情報、避難情報等の提供をＦＭラジオ放送により行うことを目的に、臨時かつ一時

的な期間で運用される放送局のことです。 

 近畿総合通信局は、南海トラフ大地震や集中豪雨等による大規模災害による被災地

において、地方公共団体等が住民への情報伝達手段として臨時災害放送局の開設が必

要と判断した際、このための放送用設備の確保が直ちに行えないこと等を理由に、当

局が配備した「臨時災害放送局用設備」※１の貸出要請があれば、無償で貸し出します。 

 なお、当局が配備した当該設備は１台のみであることから、同時期に複数の貸出要

請があった場合には、他の総合通信局等で配備済みの設備の貸出について調整等を行

うこととしております。 

このため、今年１月に和歌山県内に設立された地方公共団体等で構成する「南海ト

ラフの巨大地震とその津波対策のための災害情報協議会」活動との連携によるこれま

での取組成果を踏まえて、地方公共団体等による平時での備えの一環として、大規模

災害時に備えた臨時災害放送局用設備の準備等の取組を併せて促していきます。 

 また、平時においては、地方公共団体等が計画的に実施する防災訓練等の機会を捉

えて、和歌山県情報化推進協議会（ＷＩＤＡ）※２等の関係団体とも連携し、同設備を

活用した臨時災害放送局の即時開設のための設置・運用訓練の実施を促していくと共

に、同設備の無償貸出を通じて訓練実施のための支援を行っていきます。 

 ※１ 臨時災害放送局の概要及び当局が配備した臨時災害放送局用設備・・・別紙参照 

 ※２ 和歌山県情報化推進協議会（WIDAワイダ：Wakayama Information Development Association）は、和歌

山県における、民間企業、各種団体、地方公共団体等（本年５月現在 84団体）が、連携、協力し、県全体

の地域情報化の推進を図り、「情報文化立県わかやま」の実現をめざすことを目的として平成５年４月に設

立。（会長：中川優 和歌山大学名誉教授／近畿総合通信局は特別会員）  

連絡先 

放送部放送課 
（担当 ： 岡本、小森、木村） 
電 話    ： 06-6942-8566 
ファクシミリ： 06-6942-7622 
E-mail：onsei-kinki_atmark_soumu.go.jp 

※ スパムメール対策のため、｢@｣を｢_atmark_｣と表示し

ています。送信の際には、｢@｣に変更してください。 



 
                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

別紙

近畿総合通信局に配備された臨時災害放送局用設備の概要

送信部緒言(超短波帯(ＦＭ>)送信機)

外形重量 幅540m>m高320m>m奥行660m>m　30ｋｇ

送信可能
周波数

76.1～94.>9MHz

送信出力 10W～100W

空中線系
ダイポールアンテナ、伸縮マスト（>1.3m
～6m）、同軸ケーブル20m、ダミー抵
抗（連続使用125W　自然空冷式）

音声調整装置緒言

外形重量 幅540m>m高320m>m奥行660m>m　>30kg

音声ミキ
サ

（音声リミッタ付き） ＣＤプレーヤー、
USBポート、6chミキシング入力端子

付属装置
マイクロフォン（スタンド付）、ヘッドフォ
ン等

送信部・音声調整装置 アンテナ部
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